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・ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特1列措置の倉」設
持分のある医療法人のうち、持分のない医療法人べの5年以内の移行を検討するもの

について、相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置を講ずる。

口周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置の

延長

周産期医療の連携体制を担う医療機関が、分娩の用に供する不動産を取得した場合の

不動産取得税の特例措置を延長する。

・ 情報基盤3剣ヒ税制の適用期限の延長

医療機関等が、レセプト電算処理やレセプトのオンライン請求のためのソフトウェア

等を取得した場合の特例措置 (情報基盤強化税制)を延長する。

・ 申小企業投資促進税制の適用期限の延長
医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者等が、一定規模

以上の機械装置等を取得した場合の特例措置 (中小企業投資促進税制)を延長する。
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口障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の特

例措置の拡充
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、税制上の特例において、適用要件の算定に当た

り、短時間労働者 (週所定労働時間 20時間以上 30時間未満)を加える。

鰤多θ

・ 次世代育成支援のための新たな制度体系の構築等の少子化対策の推進のため
の所要の措置の倉」設
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・ たばこ対策としてのたばこ税の税率のヨ1上げ

・ 試験研究費の額ハ 曽加した場合等の法人税額の特別控除の延長
医薬品 。医療機器企業等の試験研究を活性化するため、試験研究費総額の一定割合を

税額控除する制度を延長する。

・ 特別試験研究に係る税額控除制度の拡充

特別試験研究費 (オーファンドラッグ等の試験研究費)に係る税額控除限度額を、総
額試験研究税額控除分と別枠に設定する。

口と畜場における設備に1系る課税標準の特例措置の延長
と畜場の設置者が、牛の処理を衛生的に行うための設備を取得した場合の固定資産税

の特例措置を延長する。

窮「5        生きと麦笏ιttξ多ゼぢ
・ 長寿医療制度 (後期高齢者医療制度)及び介護保険制度の保険料に係る社会

保険料控除の適用に関する特例措置の倉」設
被保険者が特別徴収の方法により支払った長寿医療制度及び介護保険制度の保険料に

ついては、生計を―にするその他の親族が支払つたものとみなして社会保険料控除を適
用する。

c) 
・ 公益法人制度改革に伴う老人福祉施設等に係る非課税措置の倉」設

窮「δ 安笏ι石働グる
口勤労者が使用者から住宅資金の貸付けを受けた場合の経済的利益等に関する

課税特例措置の適用期限の延長

給与所得者が自己の居住の用に供する住宅の取得をする際に受ける一定の経済的利益
等を非課税とする特例措置を延長する。

鰤夢7
・ 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長

公害防止対策の適正かつ円滑な推進を図るため、公害防止用設備に係る固定資産税の

特例措置を延長する。

・ 試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金に係る指定寄附金制度の創設
試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金について、全額損金算入できる指定

寄附金に指定する制度を創設する。
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口番号の前に※印を付してある項目は他省庁との共同要望の項目である。
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①  医業継続に係る相続税・ 贈与税の納税猶予等の特例措置の創設 〔相続税、

贈与税〕

持分のある医療法人 において、出資者の死亡に伴い相続人が相続税の納

税資金 を確保す るために出資持分の払戻 しを請求す る等によ り、医業の継

続に支障を来す ことのないよう、持分のある医療法人の うち、持分のない

医療法人への移行を検討す るものについて、以下の特例措置を創設す る。

(i) 出資者の死亡に伴い相続人 に発生す る相続税 の納税 を 5年間猶

予す るとともに、 5年以内に一定の要件 を満たす持分のない医療

法人に移行 した場合に、猶予税額 を免除す る。

(五 )相 続人や 出資者が出資払込額の払戻 しを受けた場合等に残存出

資者 に発生す るみな し贈与の課税 を 5年 間猶予す るとともに、 5

年以内に一定の要件を満たす持分のない医療法人に移行 した場合
に、猶予税額 を免除する。

② 周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置
の延長 〔不動産取得税〕

周産期医療 の連携体制 を担 う医療機 関が分娩の用 に供す る不動産を取得
した場合 に、当該不動産 の価格の 2分の 1に 相当す る額 を価格か ら控除す

る不動産取得税の課税標 準の特例措置 について、その適用期限を 2年間延

長する。

※③  情報基盤強化税制の適用期限の延長 〔所得税、法人税、法人住民税〕

医療機関等が、 レセプ ト電算処理や レセプ トのオンライ ン請求の実施の

ためのソフ トウェア、ハー ドウェアを取得 した場合 に、税額控除又は特別

償却 を認 める特例措置 (情報基盤強化税制)について、対象設備等を見直
した上で、その適用期 限を 2年 間延長す る。

※④ 中小企業投資促進税制の適用期限の延長 〔所得税、法人税、法人住民税〕
医業、医薬 品・ 医療機 器産業 、生活衛 生 関係 営業等 を行 う中小企業者等

が、一定規模 以上 の機 械 装置、普通 貨物 自動車等 を取得 した場合 に、そ の

取得価額 の 7%の 税額 控 除又は 30%の 特別償 却 を認 め る特例措置 (中 小

企業投資促進税制)に つ いて、その適用期 限 を 2年 間延長す る。

※⑤ 病院等の耐震改修促進税制の延長 〔所得税、法人税〕
病院等の事業用建物の耐震改修工事について、当該工事に要 した費用の

10%の特別償却を認める特例措置の適用期限を 2年間延長する。



※⑥ 病院等が取得 した地震防災対策用資産に係る特例措置の延長 〔固定資産税〕

病院等が取得 した地震防災対策用資産について、当該資産 に係 る固定資

産税の課税標準を 3年間に限 り 3分 の 2に 軽減す る特例措置の適用期限を

2年間延長す る。

※⑦ 厚生晨業協同組合連合会に対する寄附に係る寄附金控除の創設等 〔所得税、

法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕

厚生農業協同組合連合会 (以 下 「厚生連」とい う。)に対す る寄附の促進

のため、以下の措置を講ず る。
｀

(i) 厚生連に寄附を した個人の所得か ら寄附金 を控除す る。

(■ ) 厚生連に寄附をした法人において、当該寄附金 を一般 の損金算

入限度額 とは別枠で損金算入す る。

③ 社会保険病院等に係る独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存

続期限後等に必要な非課税措置の創設等 〔所得税、法人税、登録免許税、印

紙税、法人住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税等〕

社会保険病院等を保有 している独立行政法人年金・健康保険福祉施設整

理機構 (RFO)の 存続期限 (平成 22年 9月 末)後等においても、引き

続 き地域医療の確保 を図ることができるよう、税制上の所要の措置を講ず

る。

◎ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 〔事業税〕

医療 とりわけ社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係

る事業税の非課税措置 を存続す る。

⑩ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続 〔事業税〕

医療事業の安定性・継続性 を高め、良質かつ適切な医療 を効率的に提供す

る体制の確保 に資す る医療法人制度 を支援するため、医療法人の社会保険

診療以外の部分に係 る事業税の軽減措置 を存続す る。

① 社会保険診療報酬等に係る消費税のあ り方の検討 〔消費税、地方消費税〕

社会保険診療報酬は国民に必要な医療 を提供す る高度の公共性 を有 して

いることか ら消費税は非課税 とされ、医療機関や保険薬局の仕入れに係 る

消費税については社会保険診療報酬 において措置 されているところである

が、今後、消費税 を含む税体系の見直 しが行われ る場合には、社会保険診

療報酬等 に係 る消費税 に関す る仕組みや負担を含 め、そのあ り方 について

速やかに検討す る。

⑫  医療法人に係る法人税率の軽減措置の創設 〔法人税、法人住民税〕

医療法人について、その経営の安定 を図 り、地域医療の担い手 としての

役割をより積極的に果たせるようにするため、医療法人の法人税率を22%
に軽減す る。
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① 障害者雇用促進法の改正に伴 う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の
特例措置の拡充 〔所得税、法人税、法人住民税、不動産取得税、固定資産税、
事業所税〕

障害者雇用促進法の改正によ り、短時間労働者 (週所定労働時間 20時
間以上 30時間未満 )に 障害者雇用率制度の適用が拡大 され ることに伴い、
税制上の特例においても、適用要件 (雇 用障害者数の割合)の算定に当た
り短 時間労働者を加 える。

″θ タデ

① 次世代育成支援のための新たな制度体系の構築等の少子イじ対策の推進のた
めの所要の措置の創設 〔法人税、不動産取得税、固定資産税等〕

「子 どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づき、消費税を含む税
制の抜本的改革の動向を踏まえつつ、次世代育成支援のための新たな制度
体系の構築等による少子化対策を推進するため、税制上の所要の措置を講
ずる。

‐
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① たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ 〔たばこ税、地方たばこ税〕
「たばこの規制 に関す る世界保健機 関枠組条約」の締約国として、たば

こ対策を強力に進 めてい くことが求められていることや、「健康 日本 21」
において成人の喫煙 に関す る目標が設定 され、「がん対策推進基本計画」に
おいて もたばこ対策が重要な位置づけとされていることを踏まえ、喫煙率
の減少のために、たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。

※② 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の延長 〔所得税、法人税〕
医薬品 。医療機器企業等の試験研究を活性化するため、試験研究費総額

の一定割合を税額控除す る制度について、その適用期限を 2年 間延長する。

③ 特別試験研究に係る税額控除制度の拡充 〔所得税、法人税〕
特別試験研究費 (オ ーファン ドラッグ等 の試験研究費)に係 る税額控除

限度額 を、総額試験研究税額控除分 と別枠 に設定す る。

※④ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 〔所得税、
法人税、法人住民税、事業税〕

中小企業者等が、事業の用に供す る償却資産で、取得価額が 10万 円以
上 30万 円未満であるもの (少 額減価償却資産)を取得 した場合に、その

取得価額を損金の額 に算入す る特例措置について、その適用期限を 2年 間
延長す る。

⑤ と畜場における設備に係る課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕
と畜場の設置者が牛の処理 を衛生的に行 うための設備 を取得 した場合に、

最初の 3年度分 に限 り、当該設備 に係 る固定資産税の課税標準を 2分 の 1

とす る特例措置について、その適用期限を 3年間延長す る。

‐
4‐



″ 5       き生きと菱りιτζ多せる齢 笏

① 介護費用に係る所得控除制度の創設 〔所得税、個人住民税〕
要援護高齢者 0障 害者 の介護に要す る費用に係 る控除制度 を創設する。

※② 住宅に係るパ リアフリー改修促進税制の延長 〔固定資産税〕
高齢者等が居住する家屋 に一定のバ リアフ リー改修工事 を行 った場合に、

翌年度分に限 り、当該家屋 に係 る固定資産税額の 3分の 1を減額する特例
措置 (バ リア フ リー改修促進税制)に ついて、その適用期限を 3年間延長
す る。

※③ 高齢者向け優良賃賞住宅建設促進税制の延長 〔固定資産税〕
高齢者向け優 良賃貸住宅 に固定資産税 を課す場合 に、最初の 5年度分に

限 り、当該住宅に係 る固定資産税額の 3分 の 2を減額す る特例措置 (高 齢
者 向け優良賃貸住宅建設促進税制)について、その適用期限を 2年間延長
す る。

④ 長寿医療制度 (後期高齢者医療制度)及び介護保険制度の保険料に係る社
会保険料控除の適用に関する特例措置の創設 〔所得税、個人住民税〕

長寿医療制度及び介護保険制度の被保険者が特別徴収の方法 により支払
つた長寿医療制度及び介護保険制度の保険料 については、当該被保険者 と
生計を―にす る配偶者その他の親族のいずれかが支払ったもの とみなして
社会保険料控除の適用 を可能 とする。

※⑤ 公益法人制度改革に伴う者人福祉施設等に係る非課税措置の創設 〔不動産
取得税、固定資産税、都市計画税〕

特例民法法人が設置す る老人福祉施設等に対 して非課税措置が講 じられ
ていることを踏まえ、その施設の公益性 に鑑み、一定の法人が設置するこ
れ らの施設について非課税措置を講ず る。

‐
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※① 勤労者が使用者から住宅資金の貸付けを受けた場合の経済的利益等に関す
る課税特例措置の適用期限の延長 〔所得税、個人住民税〕

給与所得者が自己の居住の用に供する住宅の取得をする際に受ける一定の経済
的利益等を非課税とする特例措置について、その適用期限を2年間延長する。

※② 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長 〔固定資産
税〕

新築住宅 (床面積 50ぷ～280r)に 固定資産税を課す場合に、最初の 3年度
分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の 2分の 1を減額する特例措置について、
対象となる住宅の建築期限を2年間延長する。

‐
6‐



房「/ g麿癒窮″″

※①  公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕
公害防止対策の適正かつ円滑な推進 を図るため、活性炭吸着式処理装置

等に係 る固定資産税 の課税標準を 3分 の 1に 、地下水浄化施設 に係 る固定
資産税の課税標準を 2分の 1に 軽減す る特例措置について、その適用期限
を 2年間延長す る。

※② 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許
税の特例措置の延長 〔登録免許税〕

産業活力 の再生及 び産 業活動の革新 に関す る特別措置法 に基 づ く登録免

許税 の特例措置 につ いて、その適用期 限を 2年 間延長す る。

③ 国民健康保険制度見直 しに伴う所要の措置 〔国民健康保険税等〕
国保財政基盤強化策 の見直 しに合わせ、国民健康保険税の負担のあ り方

など国民健康保険制度全般の見直 しを検討 し、これに伴 う必要な税制上の

措置を講ず る。

④ 船員保険制度の見直 しに伴う所要の非課税措置の創設 〔印紙税〕
船員保険制度の見直 しに伴い、船員保険の運営主体が政府 (社会保険庁 )

か ら全国健康保険協会 に変更され ることとなるが、これまで どお り、印紙
税に係 る非課税措置 を講ずる。

※⑤  試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金に係る指定寄附金制度の
創設 〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕

試験研究等 を目的 とす る独立行政法人への寄附金について、全額損金算
入できる指定寄附金 に指定する制度 を創設する。

⑥ 独立行政法人の見直 しに伴う非課税措置の創設 〔所得税、法人税、不動産
取得税、固定資産税等〕

「独立行政法人整理合理化計画」及び 「雇用・能力開発機構の廃止 につ

いて」に基づき行 う独 立行政法人の見直 しに伴い、税制上の所要の措置 を

講ずる。
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